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チェック

■工事申告は3100【充電設備等設置工事申告】の「作成」ボタンより申告できます。
■「作成」ボタンを押すためには以下の２つの書類が「登録済」となっている必要があります。
 書類NO.1700 会社別見積書一覧、書類NO.3000 充電設備情報

充電設備等設置工事申告 画面の説明
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■充電設備等設置工事申告の画面構成

a

b d

a.入力金額の確認
以下の3項で入力した内容が計算され、表示されます。

1：1700 会社別見積書一覧
2：3000 充電設備情報
3：本画面の申請額
※本画面の「一時保存」または「確定」を押下すると再
計算されます。

b.工事項目名
申告できる工事項目名

c.記号
各工事項目ごとの計上項目先番号

d.申告額
申告する工事金額の入力

e.工事申告の必須項目
「<必須>」、「任意」または「―」が表示されます。
「<必須>」の工事項目は「作成」ボタンより工事内
容の申告が必要になります。
「―」の工事項目は「作成」ボタンがない工事項目、
申告できない条件に当てはまる場合の表示にな
ります。

f.工事内容の申告
「作成」ボタンより工事の内容を入力します。
該当する工事を行わない等については作成する
必要はありません。（必須除く）
各工事内容の作成については、操作ガイド：【充
電設備等設置工事申告 工事ごとの入力】を確
認してください。

g.状態
「作成」ボタンより工事内容を入力したものについ
て状態を表示します。

★登録中：工事内容について登録中のもの
★登録済：工事内容を確定したもの
★空欄：申告なし

c e f g

A3については②電気配線工事費の
各工事費の合計金額(税抜き)を入力
してください。

充電設備等設置工事申告 画面の説明
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■各工事情報を入力後、下部の「確定」を押下します。

※「確定」を押下する前に確認※

■以下に該当している場合は「確定」
を押してもエラーとなります。

申告必須項目が未申告(空欄) 
状態項目に登録中がある

■工事申告が無い場合は状態が空欄とな
ります。

【確定失敗】
画面上部に赤文字で未入力項目などの情報
が表示されますので、修正後、再度「確定」を
押下してください。

A

B

B
A

「確定」を押下後、下記表示が出る場合は、申告額の入力がされていない状態です。
申告する場合は「キャンセル」を押下し、再度、入力内容を確認してください。

充電設備等設置工事申告 画面の説明



©2009 Next Generation Vehicle Promotion Center

4／6

■「確定」されると、交付申請一覧の右上に「確定しました。」と表示され、状態が「登録済」になります。

充電設備等設置工事申告 画面の説明



©2009 Next Generation Vehicle Promotion Center

5／6

■設置工事の補助金申請には工事費(補助対象経費)の申告と「工事内容の申告」の情報を入力する必要があります。

a b c d

a. 申告額 補助対象経費となる工事費（税抜き）を申告額に入力します。
※補助対象経費については申請の手引きを確認してください。

ｂ. 工事申告の必須項目 <必須>の場合は右にある「作成」より工事内容の申告が必要です。

ｃ. 工事内容の申告 「作成」を押すと各工事画面に移動します。
必要に応じて「作成」より工事内容を登録してください。
工事を行わない(ない)などは申告(作成)不要です。

ｄ. 状態 状態には空欄または「登録済」、「登録中」、「―」が表示されます。
【  空欄 】工事内容の申告を作成していない状態
【登録済】工事内容の申告が登録された状態(各工事画面で「確定」を押して成功した場合)
【登録中】工事内容の申告が編集中の状態(各工事画面で一時保存を行った場合)
【  ―  】工事内容の申告がない工事項目(「作成」ボタンなし)または、補助対象とはならない条件に当てはまるもの※

※補助対象とはならない条件に当てはまる場合は下図のように入力できない状態になっています。
(例：基礎充電の案内板設置工事)

a

b

c

d

充電設備等設置工事申告 申告額の入力
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◆申告額の入力について
 ※補助対象経費については申請の手引きを確認してください。

電気配線工事費で申告する工事費の
合計金額(税抜)をA3の申告額に入力

申告額（A3）については下図のように③電気配線工事費の各工事項目の工事費(補助対象経費)の合計を入力してください。

申告額については各項目ごとの工事費(補助対象経費)の合計を税抜きで入力してください。

充電設備等設置工事申告 申告額の入力
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